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１【四半期報告書の訂正報告書の提出理由】
　平成21年11月13日に提出いたしました第152期第２四半期（自平成21年７月１日　至平成21年９月30日）四半期報告書の記載

事項の一部に訂正すべき事項がありましたので、これを訂正するため、四半期報告書の訂正報告書を提出するものであります。

 

２【訂正事項】
第一部　企業情報

第４　提出会社の状況

１　株式等の状況

(6）議決権の状況

①　発行済株式

 

３【訂正箇所】
　訂正箇所は　　　を付して表示しております。
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第一部【企業情報】

第４【提出会社の状況】

１【株式等の状況】

（６）【議決権の状況】

①【発行済株式】

（訂正前）

   平成21年９月30日現在

区分 株式数（株） 議決権の数（個） 内容

無議決権株式 － － －

議決権制限株式（自己株式等） － － －

議決権制限株式（その他） － － －

完全議決権株式（自己株式等） 普通株式　　3,732,000 － －

完全議決権株式（その他） 普通株式　739,779,000 739,779 －

単元未満株式 普通株式　　6,976,922 － －

発行済株式総数 750,487,922 － －

総株主の議決権 － 739,779 －

　（注）「完全議決権株式（その他）」には証券保管振替機構名義の株式が23,500株（議決権の数23個）含まれております。

 

（訂正後）

   平成21年９月30日現在

区分 株式数（株） 議決権の数（個） 内容

無議決権株式 － － －

議決権制限株式（自己株式等） － － －

議決権制限株式（その他） － － －

完全議決権株式（自己株式等） 普通株式　　3,732,000 － －

完全議決権株式（その他） 普通株式　739,779,000 739,779 －

単元未満株式 普通株式　　6,976,922 － －

発行済株式総数 750,487,922 － －

総株主の議決権 － 739,779 －

　（注）「完全議決権株式（その他）」には証券保管振替機構名義の株式が23,000株（議決権の数23個）含まれております。
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